
●医療保険利用料 

☆利用者負担金額は、被保険者証の負担割合や公費負担医療制度により異なります。 

疾病により自己負担金の上限が指定されている方は、その疾病にて訪問看護を受けられる場合は対象となります。 

 

【基本療養費（精神科基本療養費：1割負担）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他加算料】（ご利用者様により異なります。） 

  ・難病等複数回訪問加算 （1日に 2回まで）同一建物内 1人から 2人 4,500円 

                        〃   3人以上     4,000円 

              （1日に 3回以上）同一建物内 1人から 2人 8,000円 

                         〃   3人以上     7,200円 

  ・緊急訪問看護加算   14日目まで 2,650円／日  15日目まで 2,000円／日 

  ・長時間訪問看護加算  5,200円／週 1回 

  〔90分を超える訪問〕 （超重症児・準重症児、厚生労働大臣が定める疾病の方は週 3回まで。） 

  ・複数名訪問看護加算 （看護職員 2人での訪問）同一建物内 1人から 2人   4,500円 

                           〃    3人以上       4,000円 

                           (看護職員と准看護師)  同一建物内 1人から 2人   3,800円 

                           〃    3人以上       3,400円 

             （看護職員とその他職員）同一建物内 1人から 2人   3,000円 

                           〃    3人以上       2,700円 

                1日に 2回     同一建物内 1人から 2人   6,000円 

                            〃   3人以上       5,400円 

1日に 3回以上   同一建物内 1人から 2人   10,000円 

                            〃   3人以上       9,000円 

看護師（保健師・理学療法士・作業療法士） 

 基本療養費 

管理療養費 24時間加算 診療費計 
利用者負担 

（Ⅰ） 
1割 2割 3割 

1 日目 5,550 7,670 6,800 20,020 2,000 4,000 6,010 

2 日目 5,550 3,000  8,550 860 1,710 2,570 

週 3日目迄 5,550 3,000  8,550 860 1,710 2,570 

週 4 日目以降 6,550 3,000  9,550 960 1,910 2,870 

准看護師 

1 日目 5,050 7,670 6,800 19,500 1,950 3,900 5,850 

2 日目 5,050 3,000  8,050 810 1,610 2,420 

週 3日目迄 5,050 3,000  8,050 810 1,610 2,420 

週 4 日目以降 6,050 3,000  9,050 910 1,810 2,720 



・乳児加算（6歳未満） 1,300円／日    

1,800円／日（超重症児・準重症児、厚生労働大臣が定める疾病の方） 

・夜間・早朝加算   （6時～8時、18時～22時） 2,100円 

  ・深夜加算      （22時～6時）       4,200円 

・特別管理加算（厚生労働大臣が定める疾病による） 2,500円／月  重度の方 5,000円／月 

・退院時共同指導加算  8,000円／回（1回限り。疾病によっては 2回算定。） 

            +2,000円／回（特別管理加算算定者） 

・退院支援指導加算   6,000円 

            8,400円（長時間の指導が必要な場合） 

・訪問看護医療 DX情報活用加算    50円／月 

・訪問看護情提供療養費          1,500円／月 

・訪問看護ターミナルケア療養費 1  25,000円 

・訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 780円／月 

 

 


